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平成２３年第２回名寄市議会臨時会会議録

開会 平成２３年５月１１日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程（第１号）

日程第１ 仮議席の指定

日程第２ 議長選挙

１．議事日程（第１号の２）

日程第１ 議席の指定

日程第２ 会議録署名議員指名

日程第３ 会期の決定

日程第４ 副議長選挙

日程第５ 常任委員会委員の選任

日程第６ 議会運営委員会委員の選任

日程第７ 議会報特別委員会の設置及び委員の選

任

日程第８ 名寄地区衛生施設事務組合議会議員の

選挙

日程第９ 上川北部消防事務組合議会議員の選挙

日程第10 議案第１号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（名寄市国民健

康保険条例の一部改正）

日程第11 議案第２号 平成２３年度名寄市一般

会計補正予算

日程第12 議案第３号 名寄市固定資産評価員の

選任について

日程第13 議案第４号 名寄市監査委員の選任に

ついて

日程第14 議長の常任委員会委員の辞退について

日程第15 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

議事日程（第１号）

日程第１ 仮議席の指定

日程第２ 議長選挙

議事日程（第１号の２）

日程第１ 議席の指定

日程第２ 会議録署名議員指名

日程第３ 会期の決定

日程第４ 副議長選挙

日程第５ 常任委員会委員の選任

日程第６ 議会運営委員会委員の選任

日程第７ 議会報特別委員会の設置及び委員の選

任

日程第８ 名寄地区衛生施設事務組合議会議員の

選挙

日程第９ 上川北部消防事務組合議会議員の選挙

日程第10 議案第１号 専決処分した事件の承認

を求めることについて（名寄市国民健

康保険条例の一部改正）

日程第11 議案第２号 平成２３年度名寄市一般

会計補正予算

日程第12 議案第３号 名寄市固定資産評価員の

選任について

日程第13 議案第４号 名寄市監査委員の選任に

ついて

日程第14 議長の常任委員会委員の辞退について

日程第15 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

平成２３年５月１１日（水曜日）第２回５月臨時会・第１号
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７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（１名）

１６番 谷 内 司 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 扇 谷 茂 幸 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 寺 崎 秀 一 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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本日は、一般選挙後〇事務局長（田中澄昭君）

初めての議会ですので、議長が選挙されるまでの

間、地方自治法第１０７条の規定により、年長議

員が臨時に議長の職務を行うことになっておりま

す。出席議員中、宗片浩子議員が年長の議員であ

りますので、御紹介を申し上げます。

おはようございま〇臨時議長（宗片浩子議員）

す。ただいま紹介されました宗片浩子でございま

す。

地方自治法第１０７条の規定により、臨時に議

長の職務を行います。何とぞよろしくお願い申し

上げます。

これより平成２３〇臨時議長（宗片浩子議員）

年第２回名寄市議会臨時会を開会いたします。

本日の会議に谷内司議員から欠席の申し出があ

りました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を行い

ます。

日程第１ 仮議席〇臨時議長（宗片浩子議員）

の指定を行います。

仮議席は、ただいま着席の議席を指定いたしま

す。

日程第２ これよ〇臨時議長（宗片浩子議員）

り議長の選挙を行います。

お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法

第１１８条第２項の規定により指名推選によりた

いと思いますが、御異議ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めま〇臨時議長（宗片浩子議員）

す。

よって、選挙の方法は指名推選によることに決

定いたしました。

お諮りいたします。指名の方法については、臨

時議長において指名することにいたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めま〇臨時議長（宗片浩子議員）

す。

よって、臨時議長において指名することに決定

いたしました。

議長に黒井徹議員を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま臨時議長において

指名いたしました黒井徹議員を議長の当選人と定

めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めま〇臨時議長（宗片浩子議員）

す。

ただいま指名いたしました黒井徹議員が議長に

当選されました。

ただいま議長に当選されました黒井徹議員が議

場におられますので、本席から会議規則第３２条

第２項の規定により当選の告知をいたします。

議長に当選されました黒井徹議員からごあいさ

つがあります。

黒井徹議員。

議長就任に当たりまし〇議長（黒井 徹議員）

て、一言ごあいさつ申し上げます。

ただいま議員各位により推挙を賜り、議長の要

職を担わせていただくことになりましたことはこ

の上ない光栄でありまして、心よりお礼を申し上

げます。責任の重さを痛感しているところでござ

います。

今日、地方自治体は厳しい経済情勢から財政問

題を抱える中、３月１１日に発生した東日本大震

災からの復旧、復興に向け、国、地方を挙げての

一丸となっての取り組みが必要であります。その

財源確保に向け、地方財政に与える影響は厳しい

ことが予想されます。このような中で、地方行政

は市民と一体となった諸施策の推進が求められて

いるところでございます。新市総合計画の後期計

画の策定に向け審査が始まり、市民との連携協力

を基本に地域力の向上を目指したまちづくりが進
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められております。また、地方分権の時代、地方

自治体の自主性が強く求められており、諸課題も

山積をしておりますが、行政と連携を図りながら

本市の発展のため誠心誠意尽力をしてまいる覚悟

でございます。

一方、議会にあっては２年前に制定をいたしま

した議会基本条例を遵守し、さらに議会改革の足

をとめることなく市民に開かれた議会を議員の皆

様とともに目指してまいりたいというふうに思い

ます。私は、もとより浅学非才の身でございます

が、市勢の発展と円滑な議会運営のために全力を

挙げて努力する決意でございます。特に議会の運

営に当たりましては、公正、公明を胸に職務を全

うしてまいりたいというふうに存じております。

議員各位並びに理事者の御指導、御支援をお願い

を申し上げまして、議長就任のあいさつとさせて

いただきます。ありがとうございました。

これをもちまして〇臨時議長（宗片浩子議員）

臨時議長の職務を全部終了いたしました。

御協力ありがとうございました。

議長の着席をお願いいたします。

ありがとうございました。

改めましておはようご〇議長（黒井 徹議員）

ざいます。よろしくお願いいたします。

これよりお手元に配付の議事日程表第１号の２

のとおり議事を進めます。

日程第１ 議席の指定を行います。

議席は、ただいま御着席いただいている議席の

とおり指定をいたします。

日程第２ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１番 川 村 幸 栄 議員

１９番 東 千 春 議員

を指名いたします。

日程第３ 会期の決定〇議長（黒井 徹議員）

を議題といたします。

お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日

１日といたしたいと思いますが、御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、今期臨時会の会期は、本日１日と決定

いたしました。

日程第４ これより副〇議長（黒井 徹議員）

議長の選挙を行います。

お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法

第１１８条第２項の規定により指名推選によりた

いと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、選挙の方法は指名推選によることに決

定いたしました。

お諮りいたします。指名の方法については、議

長において指名することといたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議長において指名することに決定いた

しました。

副議長に佐藤勝議員を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名

いたしました佐藤勝議員を副議長の当選人と定め

ることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま指名いたしました佐藤勝議員が副議長

に当選されました。

ただいま副議長に当選されました佐藤勝議員が

議場におられますので、本席から会議規則第３２

条第２項の規定により当選の告知をいたします。



－5－

副議長に当選されました佐藤勝議員のごあいさ

つがございます。

佐藤勝議員。

副議長就任に当たり〇副議長（佐藤 勝議員）

まして、一言ごあいさつを申し上げます。

ただいま皆様方の御推挙によりまして、不肖私

が副議長の要職につくことになりました。まこと

に身に余る光栄でございまして、心より感謝を申

し上げます。また、このことに責任の重大さを痛

感しているところでもございます。

今日の地方自治体を取り巻く環境は、東日本大

震災の復旧、復興に向けた国や地方の対応による

影響や少子化や高齢化の進展の中で福祉施策の充

実など取り組むべき課題が山積しております。地

域主権により市民の代表として議会の果たすべき

役割はますます大きくなってきており、議会はそ

の持てる機能を十分に発揮し、取り組んでいくと

ともに、その論点を市民の皆様に明らかにする責

務、説明責任を担っております。

こうした中、議長を補佐し、公平な議会運営に

努力してまいる所存でございますので、議員各位、

市理事者の皆様方におかれましても特段の御指導、

御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げ、副議長

就任のごあいさつといたします。ありがとうござ

いました。

日程第５ 常任委員会〇議長（黒井 徹議員）

委員の選任を行います。

常任委員会委員の選任につきましては、委員会

条例第７条の規定により、

総務文教常任委員会委員に、

大 石 健 二 議員 植 松 正 一 議員

高 橋 伸 典 議員 駒 津 喜 一 議員

佐 藤 勝 議員 黒 井 徹 議員

宗 片 浩 子 議員

以上７名を、

市民福祉常任委員会委員に、

奥 村 英 俊 議員 川 村 幸 栄 議員

川 口 京 二 議員 日根野正敏 議員

谷 内 司 議員 東 千 春 議員

の以上６人を、

経済建設常任委員会委員に、

上 松 直 美 議員 山 田 典 幸 議員

竹 中 憲 之 議員 佐 藤 靖 議員

佐々木 寿 議員 熊 谷 吉 正 議員

山 口 祐 司 議員

以上７名をそれぞれ指名いたします。

日程第６ 議会運営委〇議長（黒井 徹議員）

員会委員の選任を行います。

議会運営委員会委員の選任については、委員会

条例第７条の規定により、

奥 村 英 俊 議員 上 松 直 美 議員

大 石 健 二 議員 山 田 典 幸 議員

佐 藤 靖 議員 佐々木 寿 議員

駒 津 喜 一 議員 日根野正敏 議員

東 千 春 議員

以上９名を指名いたします。

日程第７ 議会報特別〇議長（黒井 徹議員）

委員会の設置及び委員の選任を議題といたします。

議会の正確な情報を市民にいち早くお知らせし、

より透明性が高い市民に開かれた議会運営を行う

ことを目的に、議会だよりの編集、発行及びその

調査研究に関する事項について、委員会条例第５

条の規定に基づき８人の委員をもって構成する議

会報特別委員会を設置し、これに付託することに

いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議会だよりの編集、発行及びその調査

研究に関する事項について、８人の委員をもって

構成する議会報特別委員会を設置し、これに付託

することに決定いたしました。

ただいまの決定に基づき、議会報特別委員会の

委員の選任については、委員会条例第７条の規定
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により、

川 村 幸 栄 議員 奥 村 英 俊 議員

上 松 直 美 議員 大 石 健 二 議員

山 田 典 幸 議員 川 口 京 二 議員

高 橋 伸 典 議員 日根野正敏 議員

以上８名を指名いたします。

それでは、各委員会の正副委員長の互選のため

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１８分

再開 午前１０時３８分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

各委員会の正副委員長の互選の結果を報告いた

します。

総務文教常任委員会委員長 駒 津 喜 一議員

副委員長 高 橋 伸 典議員

市民福祉常任委員会委員長 谷 内 司議員

副委員長 日根野 正 敏議員

経済建設常任委員会委員長 竹 中 憲 之議員

副委員長 山 口 祐 司議員

議会運営委員会 委員長 佐 藤 靖議員

副委員長 佐々木 寿議員

議会報特別委員会 委員長 大 石 健 二議員

副委員長 川 村 幸 栄議員

以上であります。

日程第８ 名寄地区衛〇議長（黒井 徹議員）

生施設事務組合議会議員の選挙を行います。

お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法

第１１８条第２項の規定により指名推選によりた

いと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、選挙の方法は指名推選によることに決

定いたしました。

お諮りいたします。指名の方法については、議

長において指名することにしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議長において指名することに決定いた

しました。

名寄地区衛生施設事務組合議会議員に、

植 松 正 一 議員 佐 藤 靖 議員

高 橋 伸 典 議員 佐々木 寿 議員

東 千 春 議員

の５名を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名

いたしました５人の議員を名寄地区衛生施設事務

組合議会議員の当選人と定めることに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、ただいま指名いたしました５人の議員

が名寄地区衛生施設事務組合議会議員に当選され

ました。ただいま当選された５人の議員が議場に

おられますので、本席から会議規則第３２条第２

項の規定により当選の告知をいたします。

日程第９ 上川北部消〇議長（黒井 徹議員）

防事務組合議会議員の選挙を行います。

お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法

第１１８条第２項の規定により指名推選によりた

いと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、選挙の方法は指名推選によることに決

定いたしました。

お諮りいたします。指名の方法については、議

長において指名することにしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議長において指名することに決定いた

しました。
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上川北部消防事務組合議会議員に、

奥 村 英 俊 議員 大 石 健 二 議員

黒 井 徹 議員

の３名を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名

いたしました３人の議員を上川北部消防事務組合

議会議員の当選人と定めることに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、ただいま指名いたしました３人の議員

が上川北部消防事務組合議会議員に当選されまし

た。ただいま当選されました３人の議員が議場に

おられますので、本席から会議規則第３２条第２

項の規定により当選の告知をいたします。

日程第１０ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

号 専決処分した事件の承認を求めることについ

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

名寄市国民健康保険条例で規定をする出産育児

一時金の支給額につきましては、平成２１年１０

月から平成２３年３月までの期間におきまして、

本来の支給額３５万円を特例措置により３９万円

としておりましたが、本件は当該特例措置を恒久

化するため平成２３年３月３０日に健康保険法施

行令等の一部を改正する政令が公布をされ、同年

４月１日から施行されたことに伴い、本条例につ

いても同年３月３１日付で当該改正を行ったもの

であります。

地方自治法第１７９条第１項の規定により平成

２３年３月３１日に専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求めるもの

であります。

よろしく御承認くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１号は承認することに決定いた

しました。

日程第１１ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

号 平成２３年度名寄市一般会計補正予算（第１

号）についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２号 平成２３年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、名寄市におけるエゾシカによる

農作物被害防止のため、その駆除に係る残滓処理

の関連経費について補正をしようとするもので、

歳入歳出それぞれ５７０万円を追加し、予算総額

を２００億７０１万０００円にしようとする

ものであります。

補正の内容について歳出から申し上げます。６

款農林業費におきまして、エゾシカ駆除対策事業

費５７０万円の追加は、駆除したエゾシカの残滓

処理につきまして、名寄市風連一般廃棄物最終処

分場に一時仮置きするため、当該処分場の改修費



－8－

及び衛生管理に関する経費を補正をしようとする

ものであります。一時仮置きした残滓につきまし

ては、焼却施設を建設し、最終処理を実施をいた

しますが、焼却施設本体に係る補正につきまして

は諸手続終了後に計上させていただきたいと考え

ております。

次に、歳入について申し上げます。事業実施に

伴う経費の収支不足を財政調整基金繰入金で調整

をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

奥村英俊議員。

今回の補正については〇２番（奥村英俊議員）

仮置きの部分ということでありますけれども、今

後の具体的な焼却に向けての取り組みについて、

事前の資料もいただいていますけれども、何点か

質問させていただきたいというふうに思います。

施設が必要だということについては、ある程度

の理解というか、最終的な処分ということでいえ

ば理解はできますけれども、今までもこういった

ことについて議論があったというふうに思います。

そういった意味で、今の時期にこういう形で焼却

をしていくという方針が決められたのはどうして

かということと焼却の施設についての費用につい

て、名寄市単独で見ていかなければならないとい

うことだと思いますけれども、北海道のほうの対

応についてどういう形になっているのか御説明を

いただければというふうに思います。

あと、施設の関係ですけれども、焼却に伴うリ

スクというか、安全性も含めてどのような形にな

っているのか教えていただければというふうに思

います。

あと、焼却ですから煙なりにおいなり、そうい

ったこともちょっと心配されますので、そういっ

た点についてあわせてお知らせをいただければと

いうふうに思います。

迷惑な施設かどうかというのは、見解いろいろ

あると思いますけれども、それに伴う地域の住民

の方への説明についてどういった考えでいるのか、

教えていただければというふうに思います。まず

はお願いいたします。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうから、まず〇経済部長（寺崎秀一君）

今までの経過、急に仮置きして焼却するという話

になった経過ですけれども、シカ駆除につきまし

てはＪＡが事務局の名寄市有害鳥獣農業被害防止

対策協議会から猟友会に駆除を依頼しております。

昨年までは猟友会、ハンターの皆様の個々の判断

で駆除したシカの処理をしていただいておりまし

た。４月初めの同協議会の総会におきまして、猟

友会より駆除したシカの処理について適正な処理

を示していただかないと駆除を行えないとの申し

出がございました。理由としましては、駆除した

シカは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

で放置等の禁止がうたわれておりまして、ハンタ

ーの責任が問われるということで、ぜひ市のほう

で処理方針を明確にしてほしいということがござ

いまして、それから市といたしましてもいろんな

機関と協議しながらこういう形に至ったわけでご

ざいます。

次に、焼却施設に対する北海道の助成等なので

すけれども、現在のところ特別交付税で約８割が

焼却炉につきましても見込まれる形となっており

まして、その残、２割の半分を北海道のほうで見

てくれるかどうかという形で北海道のほうでまだ

協議しているみたいです。これは、まだ決定して

いませんけれども、当初の北海道の形の中ではそ

ういうことが決定ではないですけれども、協議さ

れております。

それと、焼却に伴うリスクの関係でございます

けれども、この施設につきましては、まず煙は出

ません。においもございません。ただ、焼却炉を

とめて冷えていく段階で若干のにおいがするとい

うことを現在使われている幌延ですか、の家畜保
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健所のほうに問い合わせて聞いております。そこ

は、施設内に焼却炉自体がございまして、におい

的にはそれほど問題ないという形になっておりま

す。

あと、住民に対する説明の問題なのですけれど

も、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃掃法

という法律がございますけれども、予定している

焼却炉の能力、能力的には時間当たり１５０キロ

の能力で焼却室の火床面積、火の床の面積ですけ

れども、９平米ということで許可の必要な一般

廃棄物処理施設には当たらないということになっ

ております。ただし、都市計画法の区域内という

ことで、建築基準法では都市計画区域内の位置の

決定の手続が必要となります。したがって、都市

計画の位置決定に際し、広く市民に意見を求める

ことが必要となってきます。最短で半年程度の時

間を要すると見込んでおります。その後建築の確

認申請等を行いまして、道には届け出のみでよろ

しいということになっております。そのようなこ

とで、焼却炉にかかわる補正の計上は第３回定例

会以降と考えていますので、よろしく御理解のほ

どお願いをいたします。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

費用の関係については、〇２番（奥村英俊議員）

最終的に道のほうはまだ決定していないというこ

とでありますけれども、これについては一自治体

というか、各自治体だけの責任ではないというふ

うに思いますし、大きな農業被害を抑えていくと

いうことでも必要なことだと思いますので、ぜひ

道に強く要請、要望を引き続きしていただきたい

というふうに思います。

それから、今お話ありました市民説明の関係で

すけれども、都市計画区域内における説明という

のがあるということですけれども、そういうこと

だけではなくて施設的にやっぱり、一定先ほど言

った最終的ににおいもやっぱりあるということで

ありますから、そういったことも含めて十分に説

明というよりはきちっと市民の皆さんに理解をし

てもらうという方法というか、やり方をしていた

だきたいというふうに思います。

それから、取り組みとしては名寄市独自という

か、焼却も含めて最終処分場には生ものは入れな

いということの規約があってこういう形になった

ということも聞いていますから、その部分につい

ては今回の判断については評価はできるというふ

うに思います。ただ、今回しています農業被害の

抑制には、効果的な駆除をしていくということが

大事だということでの今回の取り組みだというふ

うに思います。そういう意味では、実際に駆除を

していただく猟友会の方との話が大事なことだと

いうふうに思いますので、猟友会の方たちの考え

というか、要望や何かも含めて今後十分な協議を

していくことが必要だというふうに思います。既

に要望や何かもお聞きだというふうに思いますけ

れども、施設への搬入における大変さというのは

あるというふうに聞いていますので、その辺も含

めて今後の中で十分に協議をしていただくように

強く要望して、私の発言とさせていただきます。

以上です。

熊谷吉正議員。〇議長（黒井 徹議員）

市長にお伺いします〇１３番（熊谷吉正議員）

けれども、３月の定例会、予算委員会の中でも取

り上げさせていただいているのですけれども、い

わゆる市長が言うこの処理施設ばかりではなくて、

一般的にも政策、行政効果をより高めていくため

に、よりスピード感を持って具体的に取り組むと

いうようなこともいろいろ常日ごろおっしゃられ

ていますけれども、３月の定例会の段階では、こ

れは全く話がなかったのですね。

それで、今後の検討課題ということで、３月は

とりあえずできるだけ非常にふえている個体を抑

制をするために従前の０００円を１万円にして、

決定をしてその効果をということですが、私ども

議会の議論もちょっと不十分だったような気がし

ますけれども、それだけで本当によかったのかと

いうところ、スピード感、行政効果を、政策的な
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効果を上げるという視点では今回の提案について

は遅きに失したと。基本的には賛成ですけれども、

ただ時期的に非常に、一年じゅうのんべんだらり

平均的に捕獲をする、個体を処理するわけでない

わけで、季節的にはかなり変動が、この４月、５

月というのは非常に大事な効果を上げるための時

期だということは御承知かと思うのですけれども、

市長はどういう判断をその３月の時点、あるいは

今回まず建設に向けた初期の段階の提案をされて

いますけれども、基本的な考えをまずお聞かせを

いただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど寺崎部長からも御〇市長（加藤剛士君）

説明あったとおり４月の中旬の段階で、最初は

０００円から１万円ということの中で引き続きイ

ンセンティブを働かせてやっていただくというこ

とでしたけれども、その中でやはり残滓の部分も

という形の要望が出てきたということでございま

して、急遽各部局とも横断的に相談をさせていた

だいて、早急にまた再開ができるようにきょうの

相談に至ったという経過でございまして、御理解

をいただきたいというふうに思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

いわゆる施策の効果〇１３番（熊谷吉正議員）

を上げるために３月の予算で０００円から１万

円に上げたということだけでは十分でなかったの

ですね。私どもの議会論議も決してそこまで至っ

ていないというところがあって、施設の建設につ

いては後年度の段階でという認識もやむなしかな

と思ってはいたのですが、いわゆる７００なり８

００なりの予算を計上して定例会で決めています

けれども、報告によると４月、５月でシカが交尾

をされて子供を持つという時期、そして一たん子

供を持つと雄はしょっちゅう出てくる回数が、畑

やその他やっぱり山に入るというようなことなん

かがあって４月、５月は非常に重要な時期だとい

う認識が欠如していたのか。

あるいは、昨年猟友会の皆さんから申し入れを

受けた段階でも残滓の処理の問題ももちろんあっ

たでしょうし、上げてほしいということもありま

したけれども、同じ金を使うのならやっぱり効果

を出さなければならぬと。撲滅させるための事業

ではありませんから、やっぱり自然に帰すという

ことなんかも含めて当然長期的に考えなければな

らぬけれども、当面は個体を減らしていくという

ことからすると、ことしはもうかなり時期を逸し

たと。あるいは、施設が多少おくれても個体をと

るための許可やその残滓の処理の問題を優先的に

やっぱり判断をされていかなかったことは、今年

度はかなり厳しい結果が想定をされる。

あるいは、広域的に考えると、ほかはかなり真

剣に、埋めて処理するところがほとんどなのです

が、ほかがとられたら今度また名寄のほうのエリ

アに、シカ全体が勉強をしますから、安全なとこ

ろにということで集まってくる関係で、広域的な

対応も非常にそういう面では処理の仕方が違うと

いえどもかなり基本認識を合わせておかないと効

果が出ないのではないかと思っているのです。で

すから、かなり決断だとか行政効果を上げる対応、

タイミングとしては、私は非常に遅かったなと、

今年度については。そういう認識に立っているの

ですけれども、改めてお聞きしたいことは、残滓

の処理は広域でかなりばらばらなのですけれども、

熱心にやられているところもありますけれども、

そういう基本的な腹合わせみたいのをもっと具体

的に見えるように、取り組んではおられるのでし

ょうけれども、たまたま行政サイドも担当部長が

かわったり課長がかわったりというちょうど端境

期になっていたりなんかするのですけれども、ち

ょっとその辺については感覚的に弱かったのかな

という感じがするので、改めてお答えいただきた

いです。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

０００円から１万円と〇市長（加藤剛士君）

いうことも含めて猟友会の皆さんとも十分協議を

しながらこの政策も決めていった経過はございま
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すけれども、議員お話のとおりこの４月からのス

タートに間に合わなかったということでございま

すから、一定程度そうした我々の議論不足もあっ

たのかなというふうに率直に反省をし、改めて今

ストップしていますけれども、すぐに再開をでき

るようにこの場で議員の皆さんに御理解をいただ

ければというふうに思います。よろしくお願いし

ます。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

今回の提案について〇１３番（熊谷吉正議員）

は私も基本的に賛成ですが、そういう反省をしっ

かり踏まえた上で４月、５月、これから皆さんに

許可証を渡すのは、あるいは残滓が処理できる予

定をされている穴掘り工事の関係についても実際

に使えるとなると中旬以降になってしまって、４

月、５月は大体年間６割近くとるのですかね、個

体として減らすのは。そういうことからすると、

非常に効果が薄れることはありますけれども、先

ほど奥村議員が言ったように猟友会の皆さんに協

力をいただかなければ進まない、あるいは個体の

ＪＡとの関係で農家の皆さんの敷地内の処理の問

題だとか鳥獣法の規制の問題も含めて私も十分認

識しているつもりでいますから、もう少し協力を

いただく皆さんの人たちの現場での具体的な問題

提起をしっかりスピード感を持って、市長が専ら

モットーとしているところでございますから、わ

ずかな金で、あるいは説明責任をしっかり果たす

中で協力を得ていろいろ行政効果を高めていくと

いうことができるわけで、そういうことからする

とちょっとお粗末だったのかなという感じがしま

して、改めて猟友会の対応の問題、きょうにでも

またこの議会が終わったら会議が予定をされてい

るようではありますけれども、しっかり行政側も

ＪＡと協議しながら、真剣にやっているのだぞと

いうことについて見えるような対応をしっかりし

ていただきたいと思います。最後に改めて御決断

をいただいて終わりたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

改めてきょう議会で御承〇市長（加藤剛士君）

認いただきましたなら、早急に作業を進めてすぐ

にこのシカ撃ちの再開ができるように進めてまい

りたいというふうに思いますし、議員お話のとお

り猟友会の皆さんの協力なしにはなし得ない事業

でありますから、しっかりと協議を進めてまいり

たいというふうに思います。また、広域的な話も

出ましたので、そうした各周辺の自治体の皆さん

とも情報交換しながら、より有効な施策というの

を今後とも研究、調査をしてまいりたいというふ

うに考えていますので、御理解、御協力をお願い

したいというふうに思います。

植松正一議員。〇議長（黒井 徹議員）

このエゾシカの残滓の〇７番（植松正一議員）

処理については、私も１期目のときから農業サイ

ドを含めて、わなを含めていろいろと質問をさせ

ていただきました。今回のこの残滓処理の関係に

関しては、私もよかったなと、そういうような思

いをしていますけれども、確認を含めてちょっと

お話をさせていただきたいと思います。

今この残滓関係について、焼却も含めてという

ことでございますけれども、私も猟友会のほうと

いろいろとお話をさせていただいた経緯がござい

ます。今下川、美深、士別等々は埋め立てをして

いるという状況の中でございまして、名寄も当面

は施設ができるまでは埋め立てをするということ

の理解をさせていただきましたけれども、私は今

士別と下川ですか、美深さんが埋め立てというの

はやはり今のこの中身を見ますと、焼却の仕様書

などを見ますと、かなりの大きいシカで大人です

と１５０キロぐらいあるというようなことも聞い

ていまして、それも時間的にいったら１日５頭前

後の焼却になるのかなと思いますけれども、それ

に加えて燃料も大体５頭になると今のこの燃料を

含めて、Ａ重油にするのかは別にしまして、やは

り４５０のタンクが１日回して費やすと。そうい

うような関係も含めて、その辺のリスクといいま

すか、埋め立てと、それから焼却の部分と、その
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辺の調整、整合性を含めて、やっぱり決断的には

焼却ということなのだろうけれども、近郊のほう

は埋設していると。その辺の見解をちょっとお聞

きしたい。

それから、猟友会のほうでも今熊谷議員が申し

ておりましたけれども、今までの０００円から

１万円にしたと。そして、今回は持ち込み、いわ

ゆる搬入をして、そこまで搬入をしてそして１万

円だということもちょっと聞いております。その

搬入の方法も含めてなのですけれども、せっかく

上げても搬入までの運送、運搬賃を含めてやはり

猟友会にはかなり負担もかかってくるのではない

のかと。去年は六百八十何頭ですか。そういう実

績が上がってきているところに持ってきて、果た

してそれがいいのかと。何も実質的には上がって

いないのではないのかという提言もされておりま

す。また、それと下川さんは猟友で射殺した場合、

近場の道路まで出して、そしてそこから携帯で電

話をさせていただいて、そしてとりに来ると、そ

ういうようなことも聞いておりますので、その辺

の見解を含めてちょっとお聞きしたいなと思いま

すけれども、よろしくお願いします。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、最終処分場へ〇経済部長（寺崎秀一君）

の埋め立ての関係なのですけれども、処理したシ

カにつきましては一般廃棄物となります。それで、

士別、美深、下川の近郊は最終処分場へ埋め立て

としております。そして、名寄の場合ですけれど

も、今回仮置きということで永久的に埋めるわけ

ではございません。それにつきましては、名寄、

風連もそうですけれども、生ごみを入れていませ

ん。そういう関係で、名寄市については最終的に

は焼却の処分しか現在のところないということで

そういう形で行っています。

それと、猟友会の方々の搬入の関係なのですけ

れども、士別市、美深町は報償として別途１万円、

それで最終処分場に搬入して確認をとって１頭１

万円ということになっております。士別市は昨年

約０００頭、美深町は約２３０頭という実績が

ございます。下川町は、ハンターの方が道路わき

まで出しておいてそれを回収するという形をとっ

ておりまして、道路そばに置いて１万円という形

を下川さんはとっておられます。ただし、下川の

場合は駆除頭数が８０頭と非常に少ないわけです。

名寄市は昨年６８５頭ということもございまして、

ことしにつきましては士別市、美深町と同様な形

で猟友会のほうへお願いさせていただくという形

をとらせていただきたいと思っております。

以上です。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今説明をいただきまし〇７番（植松正一議員）

たけれども、焼却の関係、下川だとか三笠や何か

は一般廃棄物として埋め立てをしているというこ

とでございますけれども、私はその前にやっぱり

埋め立てをしているということは、焼却のやっぱ

り工程というか、予算も含めて結構高上がりにな

るというちょっと認識をしていたものですから、

ですから埋め立てや何かを当然やるとなれば、近

隣の住民の理解なども半年かけてやるということ

ですけれども、それは必要な部分もあろうかと思

いますけれども、やっぱりもうちょっとその辺も

焼却がいいのか、埋め立てがいいのか、その辺も

もうちょっと私は考えるべき、そしてスムーズに

やるべきでないのかと。

それと、今のハンターの搬入の関係ですけれど

も、これも私は去年の実績を踏まえてやる場合に

は駆除をやっぱり、当初は雄をとっていたのです

けれども、その後は雌をとるということで道のほ

うのを含めてのこともございましたけれども、や

っぱり搬入もハンターがそれだけ、やっぱり下川

方式というのが私は頭数に関係なく、そういう対

処をしてもいいのではないかと思うのです。

そして、同僚議員もちょっと聞いていましたけ

れども、今もう５月の下旬ころになってきますと

ダニですとかいろいろな関係が、これは前から言

われている状況の中で、やはり自分の車に積んで
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搬入をしていただく。何人かでグループを組んで

という説明いただきましたけれども、その辺もや

はりどれぐらいかかるかまだ積算はしていないよ

うでございますけれども、やっぱりその辺ももう

ちょっと打ち合わせをしなかったら、せっかく上

げても搬入までのそこで１万円というのは猟友会

としてはどうなのか。今熊谷議員も、きょう何か

会合があるそうですけれども、その辺も出てくる

のではないのかなと思っていますので、その辺も

もう少しやっぱり研究を含めてやるべきだと私は

思っています。実質的には賛成ですけれども、そ

の辺の市民の理解を得られるようなのも含めて、

その辺をもうちょっと慎重にやっぱり猟友会と真

剣に考えてもらいたいなと思っていますので、そ

の辺の考え方をもう一度お願いします。

扇谷市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうから、処分〇市民部長（扇谷茂幸君）

場関連のちょっと補足をさせていただきます。

今説明がありましたとおり、シカは一般廃棄物

ということで通常の埋め立て処分が可能という形

にはなっておりまして、近隣につきましては通常

の一般廃棄物最終処分場のほうに埋め立てをして

いるという現実がございます。実は、私どもでシ

カを埋め立て処分できない、しないというのは、

１つは処理場のいわゆる能力の問題がございます。

当初から炭化センターをつくるに当たりまして、

最終処分場につきましては生ごみを入れないとい

うことで最終的な排水の水処理施設をつくってお

ります。したがいまして、今回内淵、それから風

連の最終処分場のほうにシカを受け入れると、こ

れは生で受け入れるという話になりますと、最終

的にその排水に非常な影響が出てくるだろうとい

うことが当初から予想をされまして、仮にまとま

った数のシカを入れるということになりますと、

いわゆる今ある私どもの排水の処理施設の能力が

もたないだろうということが大きな１つ問題にな

っておりまして、シカを直接埋め立て処分するこ

とはできないという説明をしてまいりました。ほ

かの近隣の施設につきましては、士別も含めまし

て一定程度生ごみも入れられるような燃焼施設を

持っているというふうに伺っておりますので、仮

に私どもの施設でシカを受け入れる、いわゆる埋

め立て処分をするということになりますと、先に

水処理施設の大幅な改造が必要になるということ

で、当面の対応としては現実的ではないと。しか

らば焼却施設というような流れになったというこ

とで、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

搬出の関係なのです〇経済部長（寺崎秀一君）

けれども、この報償費につきましてはＪＡが事務

局で名寄市有害鳥獣農業被害防止対策協議会とい

うところで支出をしております。それで、そこと

の協議もございます。また、できるだけ手厚い方

法も考えられますけれども、ことしにつきまして

は士別、美深と同様な形でお願いしてみて、不都

合がございましたら変更していくという形でお願

いしたいと思います。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第３〇議長（黒井 徹議員）
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号 名寄市固定資産評価員の選任についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市固定〇市長（加藤剛士君）

資産評価員の選任について、提案の理由を申し上

げます。

本市における名寄市固定資産評価員につきまし

ては、評価事務を所管する市民部長の職にある者

を選任しております。本件は、本年４月１日付人

事異動により市民部長に任命した扇谷茂幸を名寄

市固定資産評価員に選任いたしたく、地方税法第

４０４条第２項の規定により議会の同意を求める

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第３号は同意することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３号は同意することに決定いた

しました。

日程第１３ 議案第４〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市監査委員の選任についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市監査〇市長（加藤剛士君）

委員の選任について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２３年４月３０日をもって東千春

委員が任期満了となったことに伴い、熊谷吉正氏

を同委員に選任いたしたく、地方自治法第１９６

条第１項の規定に基づき議会の同意を求めるもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第４号は同意することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第４号は同意することに決定いた

しました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２０分

再開 午前１１時２２分

再開いたします。〇副議長（佐藤 勝議員）

日程第１４ 議長の常任委員会委員の辞退につ

いてを議題といたします。

議長から、議会全体の職責にかんがみ、総務文

教常任委員を辞退したいとの申し入れがございま

した。

お諮りをいたします。本件は、申し出のとおり

同意することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇副議長（佐藤 勝議員）

よって、議長の総務文教常任委員の辞退につい

て同意することに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２２分

再開 午前１１時２２分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

日程第１５ 閉会中継続審査及び調査の申し出

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

ここで市長より特に発〇議長（黒井 徹議員）

言を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

議長からお許しをいただ〇市長（加藤剛士君）

きましたので、平成２３年第２回名寄市議会臨時

会のこの場をおかりしまして、議員各位にごあい

さつを申し上げたいと思います。

議員各位におかれましては、去る４月２４日に

執行されました名寄市議会議員選挙におきまして、

市民の多くの期待を担い、めでたく当選の栄に輝

かれましたことに心からお喜びを申し上げます。

先刻は、本議会におきまして行われました正副

議長の選挙に当たり、議長に黒井徹氏、副議長に

佐藤勝氏がそれぞれ御当選をされました。心から

お祝いを申し上げますとともに、私ども市政執行

に対し一層の御指導と御鞭撻をお願いを申し上げ

ます。また、改選により選任の同意をいただきま

した熊谷吉正監査委員におかれましても議会の総

意をもって行政執行全般にわたる御示唆をいただ

きたくお願いを申し上げます。行政の各分野に設

置をされます常任委員会並びに議会運営委員会の

正副委員長に御当選の各位に対しましてもお祝い

を申し上げますとともに、所管事項の審議に特段

の御支援と御指導をお願いを申し上げます。

３月１１日の東日本大震災から本日でちょうど

２カ月が経過をいたしました。これまで市民の皆

さんの温かい御支援を賜りましたことに感謝を申

し上げます。また、議会にも相談をさせていただ

きながら名寄市としてもできる限りの支援をして

まいりました。名寄市は、今回被災された岩手県

あるいは宮城県東松島地区あるいは福島県の相馬

地区からの入植者が多く、当該地区と深い御縁が

ございます。また、名寄駐屯地の部隊は震災の翌

日から宮城、岩手両県で大規模な復興支援を行っ

ており、いまだに数多くの隊員が現地で活躍をし

ております。名寄市立大学の学生は５人に１人が

東北出身者であり、大きな被災に遭われた学生も

おります。そして、杉並区との防災相互援助協定

を結んでいる関係から、名寄市は福島県南相馬市

を支援をする自治体スクラム支援会議のメンバー

にもなっています。こうしたことをかんがみて、

私は５月１３日から３日間、被災地である東北地

方に入ることにいたしました。復興支援は長期に

わたることが予想されますので、今後とも名寄市

として何ができるのか、また現地では何が求めら

れているのか、実際に現地の方のお話を聞いて、

あるいは目で見て肌で感じてきたいと考えていま

す。議員各位にも引き続き御支援に対する御理解

と御指導をお願いを申し上げます。

市政は、山積をする課題のもとで将来の展望を

も示さなければならない重要な時期を迎えており

ますが、本日は新しい議会体制が誕生いたしたわ

けでございます。この上は、議会一丸となって円

滑な運営が行われることを切に御期待を申し上げ

ます。私どもは、ともに緊張感を持ちつつも協調

し、連帯をし、市民の負託にこたえていかなけれ

ばなりません。ここに改めて議員各位の御理解と

御協力をお願いを申し上げて、あいさつにかえさ

せていただきます。よろしくお願いをいたします。

平成２３年５月１１日（水曜日）第２回５月臨時会・第１号
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以上で今期臨時会に付〇議長（黒井 徹議員）

議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２３年第２回名寄市議

会臨時会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午前１１時２７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

臨時議長 宗 片 浩 子

議 長 黒 井 徹

副 議 長 佐 藤 勝

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 東 千 春

平成２３年５月１１日（水曜日）第２回５月臨時会・第１号
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平成２３年第２回名寄市議会臨時会議決結果表

平成２３年５月１１日 １日間

本会議時間数 １時間０７分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 23. 5.11
仮議席の指定

― ― 指 定

― ― 23. 5.11
議長の選挙 （指名推選・黒井 徹）

― ― 選 挙 完 了

― ― 23. 5.11
議席の指定

― ― 指 定

― ― 23. 5.11
副議長の選挙（指名推選・佐藤 勝）

― ― 選 挙 完 了

― ― 23. 5.11
常任委員会委員の選任

― 選 任

― ― 23. 5.11
議会運営委員会委員の選任

― ― 選 任

― ― 23. 5.11
議会報特別委員会の設置及び委員の選任

― ― 設置・選任

― ― 23. 5.11
名寄地区衛生施設事務組合議会議員の選挙

― ― 選 挙 完 了

― ― 23. 5.11
上川北部消防事務組合議会議員の選挙

― ― 選 挙 完 了

専決処分した事件の承認を求めることについ ― ― 23. 5.11
第 １ 号

て ― ― 承 認

平成２３年度名寄市一般会計補正予算（第１ ― ― 23. 5.11
第 ２ 号

号） ― ― 原 案 可 決

― ― 23. 5.11
第 ３ 号 名寄市固定資産評価員の選任について

― ― 同 意

― ― 23. 5.11
第 ４ 号 名寄市監査委員の選任について

― ― 同 意

― ― 23. 5.11
議長の常任委員会委員の辞退について

― ― 同 意

― ― 23. 5.11
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

平 成 ２ ３ 年 第 ２ 回 ５ 月 臨 時 会


	目次
	平成23年５月11日（水曜日）第２回臨時会・第１号
	議事日程
	本日の会議に付した事件
	出席議員
	欠席議員
	事務局出席職員
	説明員
	開会・開議宣告
	日程第１ 仮議席の指定
	日程第２ 議長選挙
	議長あいさつ

	日程第１ 議席の指定
	日程第２ 会議録署名議員の指名
	日程第３ 会期の決定
	日程第４ 副議長選挙
	副議長あいさつ

	日程第５ 常任委員会委員の選任
	日程第６ 議会運営委員会委員の選任
	日程第７ 議会報特別委員会の設置及び委員の選任
	各委員会正副委員長互選結果報告
	日程第８ 名寄地区衛生施設事務組合議会議員の選挙
	日程第９ 上川北部消防事務組合議会議員の選挙
	日程第10 議案第１号 専決処分した事件の承認を求めることについて（名寄市国民健康保険条例の一部改正）
	日程第11 議案第２号 平成23年度名寄市一般会計補正予算（第１号）
	日程第12 議案第３号 名寄市固定資産評価員の選任について
	日程第13 議案第４号 名寄市監査委員の選任について
	日程第14 議長の常任委員会委員の辞退について
	日程第15 閉会中継続審査（調査）の申し出について
	市長あいさつ
	閉会宣告

	議決結果表

